
近年、外国人労働者や外国人労働者を雇用する事業所数は増加傾向にあるものの、

外国人労働者特有の問題点（言葉・慣習・文化の相違等）から依然として外国人

労働者の受け入れが進まない事業所も多くあるのが現状です。

現在、日本国内ではウクライナから避難されてきた方の入国が増加しており、ハ

ローワークにおいても少しずつではありますが、就労機会を求め求職申込に来所す

るケースが増加しています。

しかしながら、ウクライナから避難されてきた方は日本語が話せない方が多く、

求人に応募することが極めて困難な状況となっています。

つきましては、ウクライナから避難されてきた方を含む就労機会の提供をご検討

されている事業主様がおられましたら、管轄のハローワークまでご相談いただき、

少しでも多くの求人申込をしていただきますようお願いします。

また、採用選考の際は、公正な採用選考に十分にご留意いただきます

ようお願いします。

ウクライナから避難されてきた方の
支援を検討される事業主の皆様へ

問合せは管轄ハローワーク求人担当へ

・ハローワーク千葉 043-242-1181（31#） ・ハローワーク市川 047-370-8609（31#）

・ハローワーク銚子 0479-22-7406 ・ハローワーク館山 0470-22-2236

・ハローワーク木更津 0438-25-8609（31#） ・ハローワーク佐原 0478-55-1132

・ハローワーク茂原 0475-25-8609 ・ハローワークいすみ 0470-62-3551

・ハローワーク松戸 047-367-8609（31#） ・ハローワーク野田 04-7124-4181

・ハローワーク船橋 047-431-8287（31#） ・ハローワーク成田 0476-27-8609（31#）

・ハローワーク千葉南 043-300-8609（31#）

R4.6.作成

千葉労働局


